
徳島県の肉用鶏で
高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜が

確認されました！ （家きん国内４７例目）

【概要】
・徳島県美馬市 肉用鶏 約８，０００羽
・簡易検査および遺伝子検査で陽性。Ｈ５亜型、

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。
※その他、野鳥でも感染確認が相次いでいます。

異常をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

令和２年度 第８１号 令和３年２月 ９日
山梨県西部家畜保健衛生所

家畜保健衛生所たより

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

＜農場で働く人（従業員等）等からの感染を防ぐために＞
※農場内へは、人や車、機材を介してウイルスが侵入します。

これらについて消毒の徹底、機材などの持ち込み制限、鳥類との接触防止に
心がけましょう。

・農場で働く方の体（手指、毛髪）、衣類、履物へのウイルスの付着を防ぐととも
に、農場外でもできる限り、①家庭内で鳥類を飼育しない、②野鳥の集まる場所
へ出かけない、③鳥インフルエンザ発生国へは出かけないことを心がけましょう。

・ウイルスは車輌（座席、運転席足元を含む）に付着しても侵入しますので、

消毒の徹底を心がけましょう。

・農場内への私物の持ち込みは必要最小限としましょう。

警戒!!

１.衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目１３）

２.衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目１４）

３.衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目１５）

４.家きん舎に立ち入る者の手指消毒等（項目２０）

５.家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用（項目２１）

６.野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕（項目２４）

７.ねずみ及び害虫の駆除（項目２６）


